
第１ なぜ中国で病気休暇・医療期間

が問題となるのか 

医療期間とは、従業員が業務外の原

因で疾病・負傷し、業務を一時中止し

治療を受ける期間であり、この期間内

に会社が労働契約を一方的に解除・終

了できない期間を指します。 

また、病気休暇とは会社が就業規則

等で業務外の原因により疾病・負傷し、

労務の提供が出来ない場合に認める

休暇を指します。 

中国では、日系企業のみならず中国

内資企業、外資企業において、従業員

がこの病気休暇・医療期間を濫用する

事例が相次いでおり、企業経営者・人

事担当者の頭を悩ませています。 

病気休暇・医療期間を濫用すること

で、具体的には以下の弊害が発生しま

す。 

 

１ 会社の秩序を乱す 

日本ではノーワーク・ノーペイの原

則があり、業務上災害によらないいわ

ゆる私傷病欠勤については原則とし

て賃金が発生しません。健康保険組合

等から傷病手当金が支給されること

はあっても、会社が賃金を支払う法的

義務はありません。 

しかし、中国の場合は、私傷病欠勤

についてもノーワーク・ノーペイの原

則は当てはまらず、法律で一定の賃金

の支払いが義務付けられています。こ

れらは、従業員の生活を保障するため

の施策であるが、病気休暇制度が濫用

されれば、働かなくとも一定の賃金を

得ることができるため、真面目に働い

ている他の従業員のやる気を無くさ

せることになります。 

また、病気休暇の濫用事例は模倣さ

れることが多く、同一企業内で、同じ

ような病気休暇を取り、働かなくとも

一定の賃金をもらおうとする従業員

が続出してしまい、会社の秩序を乱す

一因となっています。 

 

２ 解雇・雇い止めの対抗手段で用い

られることが多い 

 医療期間中は労働契約を解除する
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ことができないため（労働契約法第４

２条３号）、企業が事前に解雇・雇い

止め通知を行った後に、医師の診断を

受けて診断書を提出し、病気休暇を取

ってしまいます。 

その後、医療期間中は一定の賃金を

受け取り続ける事例が多発していま

す。 

また、労働契約法第４５条は「労働

契約が期間満了する際に労働契約法

第 42 条に定めるいずれかの事由があ

る場合、労働契約は相応する事由がな

くなるまでに自動延長し終了するも

のとする。」と定めているため、病気

休暇を取得できる場合は、雇用契約が

自動延長されてしまいます。 

この場合も医療期間中は一定の賃金

を受け取ることができます。 

 

３ 偽の病気であるとなかなか証明

できない 

 では、上記の通り、病気休暇が解

雇・雇い止めの対抗手段として用いら

れた場合は、会社に対抗手段はあるの

でしょうか。 

多くの事例では、会社は、病気休暇

を仮病であると判断し、病気休暇を無

断欠勤扱いし、即時解雇（日本の懲戒

解雇）を強行し、労働仲裁・裁判など

の法的紛争に至っています。 

もっとも、診断名は「腰痛」「精神

病」などの自覚症状のみであるものが

多く、仮病であることを証明するのは

極めて困難です。多くの裁判例では仮

病であることを会社が証明すること

ができず、裁判所は違法解雇であると

判断しています。 

そのため、結果的に、従業員は病気

休暇期間中の賃金を得ることのみな

らず、最高で二倍の経済補償金を得る

ことが出来てしまいます。 

また、実務では、労働者側の請求に

より経済補償金ではなく、労働契約関

係の回復が要求されるケースもあり、

結局、退職せず、従業員としての地位

が回復してしまうこともあります。 

 

次号では、病気休暇・医療期間の仕

組みについて述べたいと思います。 
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